
社
会
に
あ
ふ
れ
る
多
彩
な
個
性
を
認
め
合
う

三
芳
町
で
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
＋
理
解
の
一
歩
と
な
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

誰
も
が
自
分
ら
し
く

生
き
ら
れ
る
ま
ち
へ
―
―
。

　
誰
も
が
自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
ま

ち
、
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て
新
た

な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
三
芳
町
―
―
。

制
度
と
と
も
に
重
要
な
の
は
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
の
意
識
で
す
。

　
性
の
あ
り
方
が
多
様
性
に
満
ち
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
誰
が

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ+

当
事
者
で
あ
っ
て

も
、
ひ
と
つ
の
個
性
で
あ
る
と
尊
重

し
合
う
こ
と
で
、
誰
も
が
自
分
ら
し

く
生
き
ら
れ
る
ま
ち
へ
と
よ
り
近
づ

け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ+

を
理
解
し
、
支

援
す
る
人
を
指
す
ア
ラ
イ
／
Ａ
ｌ
ｌ

ｙ
（
理
解
者
）。
当
事
者
も
生
き
や

す
い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は

ア
ラ
イ
の
存
在
が
と
て
も
重
要
で

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
＋
当
事
者

が
抱
え
る
課
題
の
ひ

と
つ
で
あ
る
結
婚
。

現
在
、
日
本
で
は
法
律
上
同
性
婚
が

認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
婚
姻
関
係

を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
平
成

27
年
に
渋
谷
区
と
世
田
谷
区
で
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
が
導
入
さ
れ
た

の
を
皮
切
り
に
、
全
国
に
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

Ｑ
＋
理
解
の
輪
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

三
芳
町
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
宣
誓
制
度

　
令
和
3
年
4
月
1
日
、
三
芳
町
で

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
＋
の
カ
ッ
プ
ル
が
相
互

に
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
こ
と
を
宣
誓

し
、
町
が
証
明
す
る
「
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
」
が
導
入
さ
れ
ま

し
た
（
Ｐ
5
左
下
）。
宣
誓
に
よ
り

法
律
上
の
効
果
が
生
じ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
2
人
が
パ
ー
ト

ナ
ー
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
町
が
対

外
的
に
証
明
す
る
こ
と
で
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
Ｑ
＋
の
困
難
や
生
き
づ
ら
さ
が
少

し
で
も
軽
減
し
、
安
心
し
た
生
活
に
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す
。「
ア
ラ
イ
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ+

の
象
徴
で
あ

る
「
6
色
の
レ
イ
ン
ボ
ー
フ
ラ
ッ
グ

カ
ラ
ー
」の「
レ
イ
ン
ボ
ー
グ
ッ
ズ
」

を
身
に
着
け
て
周
囲
に
表
明
す
る
こ

と
で
、
当
事
者
の
安
心
に
つ
な
が
り

ま
す
。加
藤
代
表
は「
当
事
者
で
困
っ

た
り
悩
み
を
抱
え
た
人
が
い
た
ら
、

そ
の
人
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
、
何
か

で
き
る
こ
と
が
な
い
か
共
に
考
え
て

欲
し
い
で
す
」
と
訴
え
ま
す
。

　

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
＋
当
事
者
に
限
ら

ず
、「
こ
れ
が
常
識
で
あ
る
」
と
決

め
つ
け
な
い
の
も
大
切
な
こ
と
。
赤

と
黒
だ
け
だ
っ
た
ラ
ン
ド
セ
ル
が
多

彩
な
色
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
社

会
に
溢
れ
る
多
彩
な
個
性
を
認
め
合

い
、
誰
も
が
自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ

る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
一
緒
に
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
。

―
―
特
集
・
終
―
―

オランダが LGBTQ+ の平等な権利を世界的に広

めることは、人権政策や外交政策での優先事

項の一つです。

オランダでは同性同

士の結婚を認めるこ

とで、すべての国民

がより包括的な社会

を享受し、幸福感や

安心感を得ることができるようになりました。LGBTQ+に対す

るオランダ社会の反応は、年々肯定的になっており、否定的な

意見は減り続けています。今後も向上を続けるには、LGBTQ+

を社会的に受け入れるための継続的な努力が重要です。

　三芳町だけでなく、計100以上の日本の自治体でパートナー

シップ宣誓制度が取り入れられ、LGBTQ+の平等な権利に関す

る話題へ注目が高まっていることは嬉しく励みになります。誰で

あろうと、誰を愛していようと、誰もが自分らしく生きることがで

■ パートナーシップ宣誓制度

1. 住民票の写し
2.�配偶者がいないことを証明する書類（戸籍抄本等）
3. 本人確認書類（免許証、旅券等）
4.�通称を使用していることがわかる書類（社員証、学生証、通称で届
いた郵便物など）※通称を使用している人のみ

電話で事前予約
事前に総務課人権・庶務担当までご
連絡ください。宣誓の日時・場所の
調整と必要書類の確認を行います。

パートナーシップ宣誓
本人確認を行い、町職員の立会いの
もとで宣誓書を記入します。プライバ
シー保護のため、個室で対応します。

宣誓書受領証等の交付
宣誓書受領証等の交付に費用はかか
りません。

双方が

性別欄への記載を求められる
・�トランスジェンダーの場合、こころの性と異なる戸籍
の性の記入を求められ、存在を否定されたように感じる。

多様であたりまえの性のあり方を否定される
・�「おねえ」、「ホモ」、「オカマ」、「おとこおんな」といっ
た差別的な言葉を使われる。
・「気持ち悪い」、「変態」など嫌悪感をあらわにされる。

LGBTQ+ 当事者は「こんなところに困ってます」

医療に関する困難
同性同士のカップルの場合、パートナーの家族と認め
られず、病院での面会、手術の同意などができない。

住居の入居を断られる
・�同性同士であることを理由としてアパートなどの契
約を断られる場合がある。

町で性別欄の廃止を進め
ています。

私たちの意識の変化で
無くすことができます。

パートナーシップ宣誓制
度により家族同様の関係
として認められ、理解が
進むことが期待されます。

　カミングアウト
・�LGBTQ＋当事者が本人のこころの性や好きになる性を他者に伝えることを言います。
とても勇気が必要な行動なので、カミングアウトを受けたら、肯定的に受け止めましょう。
　アウティング
・�他人のこころの性や好きになる性を勝手に暴露することを言います。性のあり方を本人
の同意なく誰かに話すことで当事者の命を奪いかねない行為です。本人に、誰に、どの
範囲まで伝えてよいかしっかり確認しましょう。

など

知っておこう！
カミングアウトと
アウティング

●�成年（20歳）に達している
●�町内在住か、転入を予定している
●��他の人と宣誓をしていない
●�配偶者（事実婚を含む。）がいない
●�近親者でない

 ■ 必要書類 ※宣誓の際の必要書類の発行手数料などは自己負担。 ■  申請できる人 : 性的少数者で下記のすべてに該当する人。

町ＨＰ

レイ
ンボー和菓子

※ LGBTQ+ 理解の先進国！オランダ王国大使からのコメント

↖

よりそいホットライン
（一般社団法人社会包摂サポートセンター）
☎ 0120-279-338
FAX0120-773-776
（24時間年中無休）

埼玉県男女共同参画推進センター
☎048-600-3800
月～土曜日、10:00～20:30
（祝日・年末年始、第3木曜日を除く）

埼玉県立精神保健センター
☎048-723-3333
来所相談予約受付時間�月～金曜日
9:00～17:00（祝日・年末年始を除く）

埼玉県こころの電話
（埼玉県立精神保健福祉センター）
☎048-723-1447
月～金曜日、9:00～17:00
（祝日・年末年始を除く）

埼玉県立総合教育センター
よいこの電話教育相談
☎ 0120-86-3192（子ども用）
☎048-556-0874（保護者用）
（24時間年中無休）

【相談窓口】 多様な
性に関する
悩み相談

➌➋➊

三芳町はオランダの
ホストタウン

▶
オ
ラ
ン
ダ
王
国
大
使
と
の
交
流

代表　加藤 岳さん

同性カップル等を公的にパートナーとして承

認するパートナーシップ宣誓制度が導入さ

れたということは、これまで LGBTQ+当事者が「い

ない」とされていたことから、「いる」ことを前

提とした制度が初めてできたことになりま

す。これは当事者や家族等にとって大き

な自信や希望となり、地域社会全体の理

解促進や、当事者が住み続けてもいいと

いえる「地元」ができたことになります。

パートナーシップ制度の導入は大きな一

歩ですが、法的効力がないため、その意味と意義を広く

地域社会に浸透させていくことで効果を発揮します。例

えば、医師会や不動産業界、経営団体等と連携し、病院

や企業、地域社会に制度の効果を担保するために、分か

りやすく周知することも大切になると思います。

■ 性のあり方で悩んでいる人へ
あなたは 1人ではありません。そして、

LGBTQ+当事者であることが不幸なことでは

ありません。これからも“あなたらしく”自分

の個性（アイデンティティ）を大切にして下さい。

アライとして LGBTQ+ の人権問題に関わる加藤さんのコメント

詳細は
こちら

ペーター ファン・デル・フリート（左）オランダ王国大使

きる社会を目指して、共に歩んでいきたいと思います。

※龜屋・本店の商品『開花 -bloom』

問��総務課人権・庶務担当内 404・405 


